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研修生だより

と定量化、劣化判定の着目点など管路施設の点検・
調査に特化した知識を学びました。加えて、実際
の保全・維持管理業務に従事している団体や自治
体の取り組みや事例の話も聞くことができ、大変参
考になりました。実習では、実際の点検・調査用
機材に触れ、技術の向上を感じることができました。
また、研修期間中は 4 ～ 6人で 1つの班になり、
管路施設の維持管理で抱えている課題を各自出し合
い、その中から班として議論するテーマを決めて、
解決にむけた意見交換を行う時間が設けられていま
した。私の班では「管路の点検方法や頻度について」
をテーマにしましたが、各自治体で課題は多岐にわ
たっており、解決策を導くことに苦労しました。し
かしながら、全国的に共通の課題である維持管理に
ついて研修生同士で率直な意見を交わせたことは非
常に有意義であり、班外の研修生から違った維持管
理の方法を聞くこともでき、大変勉強になりました。
施設研修では、マンホール蓋等の検証試験や研
究開発を行っている株式会社Ｇ＆Ｕ技術研究セン
ター様でマンホール蓋の変遷や変状、実験施設を
使用したマンホール蓋浮上現象を見学させていた

だき、維持管理の重要性を改めて実感しました。

■研修生活の紹介
今回の研修には、全国（北は北海道江別市、南
は沖縄県那覇市）から 27 名の参加がありました。
今回宿泊したのは管理本館棟（他に 2コースの研
修と重なったため）でしたが、清潔感があり快適
に過ごすことができました。食事はバランスの取
れた 2つのメニューから選べるようになってお
り、毎食美味しくいただきました。研修時間外で
は、談話室に地元のお土産を持ち寄り、お互いの
自治体の事情や日々の業務における苦労話や趣味
の話をするなど、普段関わることのない他自治体
の方々と交流を深めることができました。

■最後に
今回の研修を通して、管路施設の点検・調査に
必要な知識を学び、また、他自治体との意見交換
を通して点検・調査に関する知見を広げられこと
で、大変貴重な機会であったと感じました。令和
7年１月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故
以降、全国的に下水道への関心が高まっているこ
ともあり、研修で学んだ知識を日々の業務に役立
てていけるよう努力してまいります。
担当職員の柴田さんをはじめ、講義並びに実習
を担当していただいた先生方、研修生活をサポー
トしていただいた日本下水道事業団研修センター
の皆様に感謝申し上げます。また、5日間という
短い間ではありましたが、一緒に研修生活を送っ
た研修生の皆様にも大変お世話になりました。
最後になりますが、日本下水道事業団の益々の
発展とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

講義風景

意見交換風景

施設研修

47Mizu Sumashi

１．石狩湾新港
石狩湾新港は、石狩市と小樽市の行政区域にま
たがる総面積約 3,000haにおよぶ北海道の重要な
流通工業基地です。札幌市の中心から約 15㎞に
位置し、札幌圏の発展動向に対応するため、昭和
47 年に北海道開発庁が策定した「石狩湾新港地
域開発基本計画」に基づき整備されました。国際
貿易港を核とした工業・流通団地として開発され、
現在では製造業や物流関連企業が集積する地域と
なっています。

石狩湾新港地域の全景
（出典：北海道公式ホームページ）

２．石狩湾新港地域公共下水道
石狩湾新港地域は、周囲を石狩川と日本海に囲

まれており、公共用水域の水質保全が重要な課題
でした。そのため、この流通工業基地の産業活動
に伴う汚水と、周辺居住地区からの排水を対象と
して、「石狩湾新港地域公共下水道」が整備され

ました。石狩湾新港地域公共下水道は、下水道法
に基づく特定公共下水道＊1として昭和 52 年度に
事業が開始されました。北海道が主体となり、石
狩湾新港地域公共下水道浄化センター（以下、「石
狩湾浄化センター」という）、3か所の中継ポン
プ場、4か所のマンホールポンプ所、および管路
施設を整備してきました（図 1）。石狩湾浄化セ
ンターの排除方式は分流式で、全体計画および現
有施設能力は 12,500㎥ / 日の標準活性汚泥法の処
理場で、昭和 59 年 1 月に一部の供用を開始しま
した。現在は、第 2期ストックマネジメント計画
に基づき、段階的な改築事業が進められています。

図1　石狩湾新港地域公共下水道の全体図

３．石狩湾浄化センターの工事概要
石狩湾浄化センターの改築事業は、令和 5年度
に策定したストックマネジメント計画に基づいて
進められており、令和 7年度末時点で土木工事（建
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石狩湾新港地域公共下水道浄化
センターの建設工事について

東日本支社北海道事業部　施工管理課

＊ 1　 特定公共下水道：公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用されるもの（計画汚水量のうち、事業者の事業
活動に起因し、又は附随する計画汚水量が概ね 2/3 以上を占めるもの）。
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設工事その 4）、機械工事（水処理設備工事その 3）、
電気工事（電気設備工事その 3）の 3 工事が着工
しています。令和 8年 11 月の竣工に向けて、日
本下水道事業団（JS）東日本支社北海道事業部の
監督の下、安全第一で現場作業を行っています。

①　土木工事（建設工事その 4）
工事名： 石狩湾新港地域公共下水道浄化セン

ター建設工事その 4
工　期：令和 6年 10 月 26 日
　　　　～令和 8年 9月（予定）
受注者：昭和工業株式会社
内　容：流入渠工　管渠更生工 17.03m
　　　　処理施設工　最終沈殿池工

②　機械工事（水処理設備工事その 3）
工事名： 石狩湾新港地域公共下水道浄化セン

ター水処理設備工事その 3
工　期：令和 6年 8月 3日
　　　　～令和 8年 11 月（予定）
受注者：株式会社フソウ
内　容：最終沈殿池設備　一式

③　電気工事（電気設備工事その 3）
工事名： 石狩湾新港地域公共下水道浄化セン

ター電気設備工事その 3
工　期：令和 6年 7月 27 日
　　　　～令和 8年 11 月（予定）
受注者：三菱電機プラント
　　　　エンジニアリング株式会社
内　容：水処理運転操作設備　一式
　　　　水処理計装設備　　　一式
　　　　水処理監視制御設備　一式

４．現場条件に応じた施工方法の検討
土木工事は、φ 1650㎜の流入渠の管更生およ

び最終沈殿池 2池の耐震補強を行う工事です。管
更生に際しては、事前調査により管路接合部に最
大 50㎜程度のずれと、当該箇所からの多量の地
下水流入が確認されました（写真 1）。このよう
な施工条件から、当初予定していた部分補修工法
による流入地下水の止水が困難であると判断しま
した。そこで、受注者である昭和工業株式会社と
JS 監督職員による協議の結果、スーパーウェル
ポイント工法＊2を採用し、地下水位を低下させ
ることとしました（写真 2）。これにより、流入渠
の管更生を、安全かつ確実に施工することができ
ました（写真 3）。

＊2　 スーパーウェルポイント工法：井戸を設置し、井戸の水位を低下させることにより、周辺の地下水位を低下させる工法。地下
水の集水に真空ポンプを使用し、集水した地下水は水中ポンプにより揚水する。

写真1　管路接合部の地下水流入状況

写真2　スーパーウェルポイント工法の施工
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５．処理機能維持のための仮設計画
改築事業では、工事期間中における処理場の機
能を維持するため、仮設を設置することが少なく
ありません。仮設は改築の対象設備や現場の条件
等により異なるため、標準化することはできませ
ん。また、工事期間中のみの短期間の使用ではあ
るものの、本設と同等の信頼性と機能性が求めら
れます。そのため、実施設計で検討した仮設計画
を基に、施工段階では並行する修繕工事や維持管
理作業を考慮し、実施可能性を検証した上で具体
的な仮設計画を立案します。
現在の機械・電気工事は、最終沈殿池 2池の汚

泥掻き寄せ機等を更新するものです。施工中は最
終沈殿池の機能が一部停止しますが、反応タンク
は稼働を継続します。このため、工事対象となる
最終沈殿池への流入汚泥や、反応タンクへの返送

汚泥は、仮設により移送ラインを確保する必要が
あります。そこで、受注者である株式会社フソウお
よび三菱プラントエンジニアリング株式会社の提
案を基に、JS監督職員並びに維持管理業者で協議・
調整して仮設計画を策定し、現在も仮設運用を継
続しながらの施工が続いています（写真 4～ 7）。

写真3　管更生による流入渠の健全化

写真4　仮設操作盤

写真5　本設と同等の仮設流量計

写真6　仮設スカム排水ポンプ

写真7　ゲート更新のための仮設止水板
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６．耐震補強と設備更新の工程調整
耐震補強工事は、まず機械・電気設備の撤去また

は移設を行い、その後、土木・建築工事で耐震補強
を実施します。そして、再度設備工事にて更新機器
の設置または移設設備の再設置を行う工程となり
ます。そのため、各工事の進捗状況の把握と、着工
時期に合わせた作業員の確保が重要となります。
今回の最終沈殿池の耐震補強も例外ではありま
せん。機械工事で既設機器を撤去した後、土木工
事で耐震補強を行い、再度機械工事にて更新設備
を設置します。これと並行して、電気工事で配線
敷設・結線等を行う工程となります。各受注者と
も、適時・適切な人員確保に苦慮しつつも、JS
監督職員および受注者間で密にコミュニケーショ
ンを取り、各工事の進捗を確認しながら現場作業
を進めています（写真 8～ 10）。

７．今後の改築工事の施工に向けて
施設の老朽化を一因とした事故が頻発し、資材
価格等の高騰が続く下水道業界ですが、労力と予
算の制約がある中で、計画的に改築事業が進めら
れています。改築事業では、工事の規模にかかわ
らず、現場の条件に応じた施工計画や、高い信頼
性と機能性を確保した仮設計画の立案が最も重要
な項目の一つです。今回の工事のような経験と知
見を蓄積し、共有していくことが重要と考えてい
ます。
また、ICTの開発・普及に伴い、下水道施設
の設計や施工においても合理的・効率的に進めら
れるようになりました。しかしながら、一方で
は、設計や施工における工種間の連携がやや希薄
になったと感じられるため、JSが中心となって
受注者間での密なコミュニケーションを図ること
も、複雑化する改築事業には必要と考えています。
北海道管内の JS 受託事業では、大規模施設の
改築事業は少なく、小規模処理場の改築工事が
年々増加しています。小規模であっても施工が難
しい工事もあるため、JSが培ってきた技術力と
改築のノウハウを生かして、今後も安全第一で、
高品質な施設づくりを行ってまいります。

写真8　既設設備の撤去後の耐震補強

写真9　耐震補強後の機械設備設置

写真10　機械設備設置後の現場操作盤設置


